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                日本にとってのアジアの地域通貨単位の意味                                                 

                                                                                                         

                                             主任研究員 西村 陽造                     

 2006 年 5 月の ASEAN+3 財務大臣会議(インド・ハイデラバード)の共同声明で、

ASEAN+3 リサーチグループの研究テーマの一つとして、「アジア地域の一層の金融安定

に向けた地域通貨単位構築の手順の研究」が示されるなど、アジアの地域通貨単位に関

する関心が高まりつつある。アジア域内通貨から構成される通貨バスケットである地域

通貨単位を作ることが、アジアでも有用であるか、また実現可能であるか、などについ

て研究しようというものである。 

 地域通貨単位というと馴染みが薄いが、欧州には、欧州単一通貨であるユーロの前身

として、欧州通貨単位(ECU, European Currency Unit)という地域通貨単位があった。この

ECU が欧州において、域内通貨相互間の為替相場の安定を図るうえでの尺度や、公的

部門や民間部門で行われる契約・取引の建値などとして活用されてきた。 

 これに対して、「アジアでは欧州とは異なり域内各国間の所得格差が大きく、地域通

貨単位を議論することは時期尚早だ」「中国が順調に経済成長を遂げて経済大国になれ

ば、アジアで地域通貨単位が使用される余地はなく、その役割を人民元が担うはずだ」

といった意見が良く聞かれる。 

 しかし一方で、アジアの域内貿易比率はこれまで趨勢的上昇を続け、5 割台半ばに達

しており、今後もさらに上昇するとみられる。アジア各国間の所得格差も、全体として

は、縮小に向かうとみられる。これらを前提とすれば、中長期的にみても、アジアの域

内為替相場安定の必要性は高まり、地域通貨単位を域内為替相場安定のための金融協力

に利用する意味は高まっていくとの見方もできる。 

 もちろん、域内為替相場安定のための金融協力には、域内各国の経済金融情勢につい

てサーベイランスを行い必要に応じて為替相場政策、金融政策の調整を検討するレベル、

ユーロ導入前の欧州のように地域通貨単位を用いるレベル、さらに進んで究極の枠組み

として単一通貨を導入するレベルと、様々なレベルがある。 

 アジアでの金融協力には、どのレベルが望ましいのか、また、この金融協力に対して

どのようなスタンスを採ることが日本の利益に適うのか、今後、議論を積み重ねていく

必要がある。日本が採るスタンスの選択肢には、欧州を例にとるといくつか考えられる。

金融協力の中心国としてのドイツ、金融協力の中心国をサポートしつつ必要に応じて牽

制するフランス、金融協力には距離を置くが、それ以外の地域協力には参加するイギリ

スなどである。また、米国とカナダのように相互の貿易が活発で所得格差がないにもか

かわらず(最適通貨圏の条件をほぼ満たしているとみなせよう)、金融協力や政治的関係

では、一定の距離をおくといった関係もある。それ以外の選択肢もあるかもしれない。 
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 こうした選択肢のなかで日本はどれを選ぶべきか、言い換えると、アジア域内の通貨

制度の将来像と、そこにおける日本の位置づけを考えるうえで、地域通貨単位に関する

議論は、良質の材料を提供しよう。日本は如何にあるべきかと漠然と議論しても先には

進まない。議論には具体的な材料が必要である。その意味で、地域通貨単位に関する議

論が、今後、深まっていくことを期待したい。 
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